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令和６年度 保育園・認定こども園の入園申し込みについて 

 

令和６年度（令和６年４月から令和７年３月まで）の入園申し込みを下記の期間受け付けます。令和６年

度中に入園を希望される方は、次の内容をよくご確認のうえお申し込みください。 

※ 現在、在園していて継続希望の方も必ず毎年申し込みが必要です。 

※ 兄弟で入園を希望される場合も申し込み書類はそれぞれ提出してください。（添付書類はコピー可） 

※ 出産や育休明け、転入等で年度途中からの入園を希望される場合も、この期間内に申し込みをしてくださ

い。 

※ 提出した書類の内容に変更（転居・転出・保護者の休職・辞職・転職・廃業、産前産後休暇取得等）があ

った場合（入園後含む）には、速やかに教育委員会子ども支援係又は園へ連絡してください。 

※ 現在、園を利用していても転園をお願いする場合もあります。個別に連絡し相談の上、決定させていただ

きますのでご協力をお願いします。 

※ ０歳児は、生後８か月以降から入園できます。ただし認定こども園栗ガ丘幼稚園は、０歳児の受入れはし

ていません。 

 

１．入園手続きの流れ 

(1)受付期間 令和５年 10月 2日（月）から 10月 20日（金）まで 

期間後の提出については、入園できない場合がありますのでご了承ください。 

(2)申 込 先 第１希望の園または町教育委員会へ必要書類を提出してください。 

(3)入園調整 定員を超える申し込みがあった場合は、児童の家庭、保護者の就労状況等を考慮し入園を調

整させていただきます。希望の園から入園先を異動していただく場合は、個別に連絡し相談

の上、決定させていただきますのでご協力をお願いします。（入園は申し込み順ではありませ

ん。）また、未満児（０～２歳児）については受入可能人数が少なく入園がかなわないことも

あり得るので、予めご了承くださいますようお願いいたします。 

(4)入園決定 ２月上旬までに保育利用決定通知書によりお知らせする予定です。 

 

２．支給認定と利用できる町内の保育園等 

保護者の就労状況などと利用希望に応じて、３つの支給認定（１号・２号・３号認定）と保育必要量（短時

間・標準時間）の区分が設けられています。入園申し込みは、支給認定申請と園の利用申し込みを合わせて行

っていただきます。 

支給認定 年齢 利用できる園 保護者の就労条件等 

１号 ３歳以上 認定こども園栗ガ丘幼稚園 なし 

２号 ３歳以上 認定こども園栗ガ丘幼稚園 

わかば保育園 

つすみ保育園 

あり 
３号 ３歳未満 

 

支給認定 保育必要量 保育時間 (保育料に含まれる時間) 保護者の就労時間の条件 

１号  ９：００ ～ １５：００（最大６時間） なし 

２・３号 
短時間 ８：３０ ～ １６：３０（最大８時間） 月 64時間以上 

標準時間 ７：３０ ～ １８：３０（最大 11時間） 月 120時間以上 

※ 両親ともに就労時間が月 120時間以上の場合は、短時間・標準時間どちらも利用できます。両親のうち１

人の就労時間が月 120時間未満の場合は、短時間のみ利用できます。 
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３．保育を必要とする理由と認定期間（１号は不問、２号・３号認定のみ） 

保育園等で保育を希望する場合は、保護者（両親）のいずれもが、次のいずれかの「保育を必要とする理由」

に該当することが必要です。 

保育を必要とする理由 条件 保育の必要量 入園期間 添付書類 

１ 就労 

児童の保護者が１か月あた

り 64時間以上の就労をし

ていること 

１か月 120時間以

上の就労 

 → 標準時間 

１か月 64～120時

間未満の就労 

 → 短時間 

小学校就学まで

もしくは保護者

が就労している

間 

就労証明書 

２ 妊娠・出産 

児童の保護者が妊娠中であ

るか、または出産後間もな

いこと 

実情に応じて 

出産日から起算

して８週間を経

過する日の翌日

が属する月の末

日まで 

母子手帳の写し

（表紙・出産予

定日が記載され

ている箇所） 

３ 

保護者の疾病、

障害 

児童の保護者が病気、負

傷、心身に障害があること 
実情に応じて 実情に応じて 

障害者手帳等の

写しまたは診断

書 

４ 

同居または長期

入院などしてい

る親族の介護・

看護 

児童の家庭に介護が必要な

高齢者や、長期にわたる病

人、心身に障害のある人な

どがいて、保護者がいつも

その同居または長期入院・

入所している親族の介護・

看護にあたっていること 

実情に応じて 実情に応じて 

障害者手帳等ま

たは介護保険の

認定結果の写

し、診断書 

５ 災害復旧 
火災、風水害、地震などに

よる復旧の間 
実情に応じて 実情に応じて り災証明書 

６ 

求職活動（起業

準備を含む） 

児童の保護者が求職活動を

継続して行っていること 
保育短時間 ３か月以内  

７ 
就学（職業訓練

校等における職

業訓練を含む） 

児童の保護者が１か月あた

り 64時間以上就学（職業

訓練校等における職業訓練

を含む）をしていること 

実情に応じて 

卒業予定日また

は修了予定日が

属する月の末日

まで 

在学証明書 

８ 

育児休業取得時

に、既に保育を

利用している子

どもがいて、継

続利用が必要で

あること 

育児休業取得時に保育を利

用している子どもが、次年

度に小学校入学を控えるな

ど、子どもの発達上環境の

変化に留意する必要がある

場合 

保育短時間 実情に応じて 就労証明書 

９ 

その他、上記に

類する状態とし

て町長が認める

場合 

 実情に応じて 実情に応じて  
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※ 保育を必要とする理由に関する注意事項 

注意：例えば就労中の方が、産前・産後休暇を取得する場合などには、事前に認定変更の申請が必要

になります。 

１．就労 

・ フルタイム、パート、農業、自営業、居宅内労働などを就労に含みます。 

・ 家事、家業手伝い、家庭菜園等で給与を伴わない場合は該当しません。 

 

２．妊娠・出産 

・ 入園可能な期間は、基本的には出産予定日の３週前の属する月の初日もしくは産前休暇の初

日から、出産日から起算して８週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで。ただし、保護

者の状況によって延長することができます。 

・ 期間終了後も保育の継続利用を希望する場合は手続きが必要です。原則、継続することができ

る理由は「１ 就労」か「８ 育児休業」のみです。 

 

３．保護者の疾病、障害 

・ 治療または療養の期間が原則として、１か月以上のもので、疾病、障害によって状態的に児童

の保育に支障がある場合に限ります。 

 

４．同居または長期入院などしている親族の介護・看護 

・ 介護・看護を受ける方の状態や介護・看護に要している時間を総合的にみて、保育の必要性が

あるかを判断します。 

 

６．求職活動 

・ 面接のための企業訪問やハローワークでの相談など外出を必要とする活動や、求職サイトや

派遣会社への登録等の活動に限ります。 

・ 入園から３か月以内に就労証明書を提出することで、継続して保育園等が利用できますが、提

出がない場合には、退園していただきます。 

 

８．育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること 

・ 育児介護休業法等による育児期間中が対象です。 

・ 育児休業取得時にすでに保育園等を利用している子ども（育児休業の対象となる子どもを除

く）が、次の①か②に該当する場合は、保護者の希望により特例で継続利用が可能です。 

①３歳児以上である場合 

②３歳児未満で、育児休業の対象となる子どもが満１歳となる際に復職する場合 

・ 育児休業を理由に新規利用はできません。（継続利用のみ） 
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４．申込書類 

(1) 「支給認定申請書兼利用申込書」 

(2) 「マイナンバーカード（個人番号カード）」または「通知カード」のコピー（児童・両親分） 

※ 新規の申し込みの方のみ（継続の方は不要です）。 

※ マイナンバーカードや通知カードを紛失された場合は、マイナンバー付きの住民票でも代用できます。 

(3) 代表保護者の「運転免許証」等のコピー（顔写真付きのマイナンバーカードの写しを添付した場合は不

要）※ 新規の申し込みの方のみ（継続の方は不要です）。 

(4) 保育を必要とする理由に応じた添付書類（１号は不要、２号・３号認定のみ） 

保育を必要とする理由 添付書類 

１ 就労 就労証明書（両親分） 

２ 妊娠・出産 
母子手帳の写し（表紙および出産予定

日が記載されているページ） 

３ 保護者の疾病、障害 障害者手帳等の写しまたは診断書 

４ 同居または長期入院などしている親族の介護・看護 障害者手帳等の写しまたは診断書など 

５ 災害復旧 り災証明書等 

６ 求職活動 就労証明書（入園３か月以内に提出） 

７ 就学 就学証明書など 

８ 
育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがい

て、継続利用が必要であること 
就労証明書 

９ その他、上記に類する状態として町が認める場合 面接 

 

５．小布施町以外の保育園や認定こども園等の利用を希望する場合 

・ 小布施町在住で他市町村の保育園や認定こども園等へ入園（継続）を希望される方も、町教育委員会へ

入園申し込みをしてください。 

・ あらかじめ希望する市区町村に締切日や必要書類をご確認のうえ、締切日に間に合うよう余裕をもって

手続きをしてください。 

・ 入園の調整は、希望する保育所の所在する市区町村が行います。その市区町村の住民が優先されますの

で、ご希望に添えない場合があります。 

・ 保育料は小布施町が決定した金額をお支払いただきます。 

町外の保育園や認定こども園等を利用できる主な理由 

(1) 保護者の就労場所が希望の保育園等の所在する市町村にある場合 

(2) 里帰り出産で実家等の援助が必要な場合 

 

６．小布施町以外の保育園や認定こども園等の利用を希望し小布施町から転出する場合 

・ 転出先市区町村に締切日や必要書類をご確認のうえ、直接お申し込みください。 

 

７．小布施町に転入予定で転入前に入園申し込みをされる場合 

・ 入園までに転入届をしてください。転入届をすることを前提にお申し込みを受け付けます。 

 

お問い合わせ先 

(担  当) 

(電  話)  

(Ｆ Ａ Ｘ)  

(ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ)  

小布施町教育委員会子ども支援係 

026-214-9110(直通) 026-247-3111(代表) 

026-247-3113 

kodomo@town.obuse.nagano.jp 


